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〇健康チェックカードについて

、「 」 （ ）令和２年12月より 健康チェックカード に昨夜の体温 家に帰ってから検温する

の欄を新しく設けました。感染警戒レベルの高さに関係なく、帰宅後に検温していただ

き、翌日の行の「昨夜の体温」にご記入をお願いします。

また、帰宅後に発熱したが翌日の登校前に平熱に下がった場合は、健康チェックカー

ドにチェックが付かないことや普段通りの様子である事を確認していただいてから登校

させてください。学校では、念のため、一日注意深く様子を見させていただきます。感

染拡大防止の観点から、登校前に熱が下がっても様子をみて欠席させる場合は、その旨

を学校にお知らせ下さい。その場合は欠席とせず、熱があってお休みする場合と同様、

出席停止の扱いとさせていただきます。

〇風邪症状による出席停止について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、次のような場合は登校を控えてくださ

い。その場合、出席停止扱いとなります。

①児童及び教職員に、発熱等の風邪症状（健康チェックカードの項目参照）がある場合

は、登校を控えてください。

②児童及び教職員本人に発熱等の風邪症状が無くても、同居の家族（兄弟姉妹を含む）

に風邪症状がある場合にも、登校を控えてください。

「 」 、 。③上記の①②により登校しなかった場合は 出席停止 とし 欠席日数には数えません

④感染警戒レベルが１以下の場合は、同居の家族に発熱等の風邪症状が見られても、児

童本人が元気であれば、登校ができます。その際は、学校へご連絡ください。

〇登校後に体調が悪くなった場合について

登校後に体調が悪くなった場合は、感染警戒レベルの高さに関係なく、保護者の皆様

に連絡し、速やかに帰宅して症状がなくなるまで自宅で休養するようにお願いします。

また、その際、学校で兄弟姉妹の健康状態も十分観察させていただきます。体調が悪

い等の様子が見られましたら合わせて早退をお願いする場合がありますので、ご了承く

ださい。

ただし、感染警戒レベルが４以上の場合は、感染拡大防止の観点から、登校後に体調

が悪くなった児童の兄弟姉妹も、合わせて早退をお願いするようにしたいと思います。

〇感染警戒レベルが５になった場合の対応について

１ 外部講師の皆さんにかかわっていただく活動について

（１）感染警戒レベルが５の段階では、外部講師の皆さんには、来校をご遠慮いただき

ます。

（２）感染警戒レベルが４に下がったところで、状況に応じて活動を再開します。



２ 県外に滞在した児童への対応について

（１）県外に滞在した児童については、帰宅後に、自宅での５日間の経過観察期間を設

けさせていただきます。

（２）その期間は出席停止になります。

３ 金管バンド部の活動について

（１）感染警戒レベルが４になるまで休みとします。

４ 来校者対応について

（１）来校者の方には、校舎内に入る際、次の手順を踏むようにお願いいたします。

①手指の消毒をしていただく。

②来校者名簿に記入をしていただく。

③職員玄関で検温をしていただく。

④健康チェックカードを記入して、職員室に届けていただく。

⑤職員室で健康チェックカードを確認し、発熱が見られたり、同居の家族に風邪症

状の方がいたりする場合は、校舎内への立ち入りをご遠慮いただく。

⑥発熱や同居の家族に風邪症状の方がいない場合は、消毒をしたか、マスクを着用

しているかを確認してから来校者の名札を付けて校舎に入っていただく。

（２）業者の方だけでなく、保護者の皆さんにも（１）の対応をしていただくようにお

願いいたします。

（３）検温の場所

①職員玄関前と、昇降口の保護者入り口、昇降口の低学年入り口に （１）について、

のお願いの表示を掲示します。

②職員玄関を入ったところに長机を１台用意し、非接触型の体温計と、健康チェッ

クカードを置きます。長机の横に消毒用のアルコールを設置します。

（４）その他

、 「 」①校舎内で名札を付けていない来校者の方がいましたら 学校職員から 手指消毒

「検温 「健康チェックカード」の手順を踏んでもらったか声をかけさせていただ」

きます。まだそれらがお済みでない場合は、速やかに検温等をお願いします。

②４の来校者対応は、感染警戒レベルが４に引き下げられたら、状況を見て解除を

していきます。

③感染警戒レベルが５の時は、家庭科での調理活動、音楽での吹く楽器の演奏や合

唱（学級での合唱も含める 、体育での組むなどの接触を伴う運動、近い距離での）

グループ活動など、感染拡大の可能性がある活動は、防止対策をしたうえで行う

か、防止対策が取れない活動は、感染警戒レベルが３になるまで行わないように

します。


